




第７号様式の２ (第18条関係)

平 成 16 年 ７ 月 30 日 三 重 県 公 報 第 1595 号 ( 3 )

    三重県職員証発行申請書兼台帳         

                     年  月  日 
三重県企業庁長 様                        

三重県職員証の発行を申請します。               

  

 

  

所属                               

   

職員番号           氏名          印   

 

 
 
 
 
 
 
  

 写真貼付欄（Ｌ版） 
 
（写真の裏面に職員番号、氏名を記入願います。） 

 
 
 
※写真注意事項 
１ 向きは縦とし、白等の単色を背景としてくだ 
さい。 
２ 胸から上を写したものを貼付してください。 

附 則

こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 十 六 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。





第13号様式 (第33条関係)

平 成 16 年 ７ 月 30 日 三 重 県 公 報 第 1595 号 ( 5 )

    三重県職員証発行申請書兼台帳         

                     年  月  日 
三重県病院事業庁長 様                     

三重県職員証の発行を申請します。               

  

 

  

所属                              

   

職員番号           氏名          印   

 

 
 
 
 
 
 
  

 写真貼付欄（Ｌ版） 
 
（写真の裏面に職員番号、氏名を記入願います。） 

 
 
 
※写真注意事項 
１ 向きは縦とし、白等の単色を背景としてくだ 
さい。 
２ 胸から上を写したものを貼付してください。 

附 則

こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 十 六 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。











ユーストア星川店

桑名市大字星川字十二835外34筆

三重県告示第591号

平成16年11月１日から上野市､ 阿山郡伊賀町､ 同郡島ヶ原村､ 同郡阿山町､ 同郡大山田村及び名賀郡青山町を

廃し､ その区域をもって新たに伊賀市を置くことに伴い､ 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第177条の

規定による伊賀市の人口は､ 次のとおりです｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

伊賀市 101,527人

三重県告示第592号

平成17年１月１日から松阪市､ 一志郡嬉野町､ 同郡三雲町､ 飯南郡飯南町及び同郡飯高町を廃し､ その区域を

もって新たに松阪市を置くことに伴い､ 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第176条及び第177条の規定に

よる一志郡及び松阪市の人口は､ 次のとおりです｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

一志郡 40,433人

松阪市 164,504人

三重県告示第593号

平成17年１月11日から亀山市及び鈴鹿郡関町を廃し､ その区域をもって新たに亀山市を置くことに伴い､ 地方

自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第177条の規定による亀山市の人口は､ 次のとおりです｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

亀山市 46,606人

三重県告示第594号

平成16年12月６日から桑名市､ 桑名郡多度町及び同郡長島町を廃し､ その区域をもって新たに桑名市を置くこ

とに伴い､ 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第176条及び第177条の規定による桑名郡及び桑名市の人口

は､ 次のとおりです｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

桑名郡 7,172人

桑名市 134,856人

三重県告示第595号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和44年法律第57号) 第３条第１項の規定により､ 次の土地

を急傾斜地崩壊危険区域に指定します｡

なお､ 関係図面は､ 三重県県土整備部砂防室､ 北勢県民局四日市建設部及び四日市市役所に備え置いて､ 告示

の日から30日間縦覧に供します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 急傾斜地崩壊危険区域の名称

東坂部地区急傾斜地崩壊危険区域

２ 区域の所在地

四日市市東坂部町字四ツ谷

３ 区域の土地の表示

四日市市東坂部町字四ツ谷566番１の一部､ 566番３の一部､ 566番４の一部､ 566番５の一部､ 566番７､ 567

番の一部､ 569番の一部､ 569番１､ 572番の一部及び572番２の土地
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第２号様式の２ (第５条関係)

附 則

この訓令は､ 平成16年８月１日から施行する｡

平 成 16 年 ７ 月 30 日 三 重 県 公 報 第 1595 号( 13 )

    三重県職員証発行申請書兼台帳         

                     年  月  日 
三重県知事 様                         

三重県職員証の発行を申請します。               

  

 

  

部局             所属               

   

職員番号           氏名          印   

 

 
 
 
 
 
 
  

 写真貼付欄（Ｌ版） 
 
（写真の裏面に職員番号、氏名を記入願います。） 

 
 
 
※写真注意事項 
１ 向きは縦とし、白等の単色を背景としてくだ 
さい。 
２ 胸から上を写したものを貼付してください。 



公 告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第２項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民局生活環境森林部に備え置いて､ 平成16年９月16日まで

縦覧に供します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 申請のあった年月日

平成16年７月16日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人四日市郷土文化財保存会

� 代表者の氏名

川村 政人

� 主たる事務所の所在地

四日市市諏訪栄町３番12号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 四日市の郷土文化財の保存､ 継承に関する事業を行うとともに､ 四日市の伝統的な祭への支

援や参画等を行うなど､ 文化の香り高い四日市を創造し､ まちづくり・ひとづくりに寄与することを目的と

する｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第２項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民局生活環境森林部に備え置いて､ 平成16年９月16日まで

縦覧に供します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 申請のあった年月日

平成16年７月16日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人三重起業就職支援センター

� 代表者の氏名

森田 淳

� 主たる事務所の所在地

上野市ゆめが丘１丁目１番地１

� 定款に記載された目的

この法人は､ 各種業務における経験を有する会員相互の協力により､ 起業を目指す方や未就労・未就職の

方に対して､ 教育・助言・支援・協力に関わる事業を行うとともに､ 不特定多数の市民・団体等を対象に支

援・協力を行うことにより､ ひろく職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援､ 社会教育の推進等の公益の

増進に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を行

いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成10年三重県規則第69号) 第５条第１項の規定によ

り､ 次のとおり公告します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 認証年月日
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平成16年７月23日

２ 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

タランガ フレンドシップ グループ

� 代表者の氏名

KONPITY KANKANAMALAGE UPALI ANANDA KUMARA

(通称名クマーラ アーナンダ)

� 主たる事務所の所在地

四日市市河原田町2340番地

� 定款に記載された目的

この法人は､ スリランカ民主社会主義共和国の青年に対して､ 彼らの経済的､ 社会的自立のために研修・

教育に関する事業を行うと共に､ 国際交流や国際理解教室の開催事業を通して､ 日本にひろくスリランカを

紹介し､ 開発途上国支援への理解促進を図り､ もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を行

いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成10年三重県規則第69号) 第５条第１項の規定によ

り､ 次のとおり公告します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 認証年月日

平成16年７月23日

２ 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

みえ青少年先導指導会

� 代表者の氏名

笠井 紀彦

� 主たる事務所の所在地

鈴鹿市国分町字北廣神戸458番地の３

� 定款に記載された目的

この法人は､ 青少年に対して､ 指導､ 育成に関する事業を行う事により､ 青少年犯罪を未然に防止し､ 地

域社会に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を行

いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成10年三重県規則第69号) 第５条第１項の規定によ

り､ 次のとおり公告します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 認証年月日

平成16年７月23日

２ 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

ｅ・マネジメント・サポート

� 代表者の氏名

小島 仁三郎

� 主たる事務所の所在地

名張市さつき台２番町185番地の１

� 定款に記載された目的

この法人は､ 伊賀地域住民・団体に対して､ 経済活動の幅広いサポートを行うために､ それぞれの個性や

環境に応じた職業能力の開発又はＩＴサポート､ コンサルティング､ 異業種との情報交換､ 交流を支援する

事業を行い､ それぞれの活動団体の育成とそれに伴う経済活動の活性化､ ならびにすべての人々が生きがい
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を持ち､ 明るく健全な社会環境づくりに寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を行

いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成10年三重県規則第69号) 第５条第１項の規定によ

り､ 次のとおり公告します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 認証年月日

平16年７月23日

２ 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

まなびの広場

� 代表者の氏名

岡島 久美子

� 主たる事務所の所在地

度会郡二見町大字松下1349番地164

� 定款に記載された目的

この法人は､ 各市町村に居住している者に対して､ 生涯学習活動や職業訓練及び地場産業の活性化や教育､

文化､ 芸術を通じたまちづくりに関する事業を行い､ 就職の推進を図り､ 広く社会の利益の増進に寄与する

ことを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を行

いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成10年三重県規則第69号) 第５条第１項の規定によ

り､ 次のとおり公告します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 認証年月日

平成16年７月23日

２ 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

まごころネットワーク・囲炉裏

� 代表者の氏名

堀端 克久

� 主たる事務所の所在地

北牟婁郡海山町大字相賀480番地55

� 定款に記載された目的

この法人は､ 何らかの手助けを希望する人々に対して､ 助け合いの精神に基づいた福祉や生活に関する事

業を行い､ 老いても病んでも､ 自分らしく､ 安心して暮らしていくことのできる地域社会の構築に努め､ 福

祉の向上､ 環境改善および社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第３項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の認

証を行いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成10年三重県規則第69号) 第５条第１項の規

定により､ 次のとおり公告します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 認証年月日

平成16年７月23日

２ 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

ハートバランス研究所
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� 代表者の氏名

橋本 諭

� 主たる事務所の所在地

名張市桔梗が丘１番町６街区８番地

� 定款に記載された目的

この法人は､ これからの社会の重要な担い手である次世代の子ども達を始め､ 子ども達を教育する立場の

親､ 教育者､ 今現在の経済社会の第一線で活躍する大人達､ そのほか日本を支える全ての人材に対して､

｢心の在り方｣ を深く研究し､ その成果を広く社会全体に浸透させ､ もって健やかで心豊かに生きる社会の

実現に寄与することを目的とする｡

次のとおり､ 一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和39年三重県規則第15号) 第59条の規定によ

り公告します｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 一般競争入札に付する事項

� 委託業務名

大気環境監視測定局 (川越局) 移設事前調査委託業務

� 委託業務内容

測定局移設候補地の大気環境濃度 (二酸化硫黄､ 浮遊粒子状物質､ 光化学オキシダント､ 窒素酸化物) 及

び風向風速の事前調査を行います｡

なお､ 詳細は入札説明書 (仕様書) で指定します｡

� 履行期限

平成16年10月30日まで

� 履行場所

測定局移設候補地 (三重郡川越町高松)

２ 入札参加者の資格に関する事項

本件一般競争入札に参加を希望する者は､ 次の�から�までに掲げる要件をすべて満たす者でなければなり

ません｡

� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第60条第２項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により､ 指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者であること｡

� 県内に営業所又は営業拠点があり､ 業務の実績を有する者であること｡

� 過去５年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体及びこれに準ず

る団体と､ 当該業務と同種の契約実績を有する者であること｡

	 環境計量証明事業者 (濃度) の登録があること｡

� 当該業務に必要な施設設備および人員の確保ができること｡

３ 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒512�1211 三重県四日市市桜町3690�１

三重県環境学習情報センター

(三重県環境森林部環境活動室 環境学習情報センター駐在)

電話 0593�29�2000

ファクシミリ 0593�29�2909

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で平成16年７月30日 (金) から同年８月11日 (水) までの午前９時から午後５時まで (三重県の

休日を定める条例 (平成元年三重県条例第２号) 第１条に規定する休日を除きます｡) 配布します｡

� 競争入札参加資格の確認
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入札参加希望者は､ 入札説明書 (仕様書) で指定した申請書及び入札参加資格に関する証明書類を次のと

おり提出してください｡ なお､ 書類の提出時にヒアリングを実施します｡

期限までに申請書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は､ 入札に参加することがで

きません｡

なお､ 参加資格審査の結果については､ 平成16年８月19日 (木) に通知します｡

ア 提出日時 平成16年８月17日 (火) 午後２時から午後４時までとします｡

イ 提出場所 �に同じです｡

� 入札の日時及び場所

ア 日時 平成16年８月23日 (月) 午後２時

イ 場所 三重県四日市市桜町3690－１ 三重県環境学習情報センター

� 開札の日時及び場所

ア 日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

イ 場所 �に同じです｡

� 契約条項を示す場所

�に同じです｡

� 入札方法に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合は､ 入札前に委任状

を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の100分の５に相当する額を加算した金額 (当該

金額に１円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって落札価格としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の105分の100に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札執行回数は､ ３回を限度とします｡

エ 入札保証金

入札保証金は､ 入札金額の100分の５以上の額とします｡ ただし､ 規則第70条第１項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 契約保証金

契約保証金は､ 入札金額の100分の10以上の額とします｡ ただし､ 規則第75条第１項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

カ 落札者の決定方法

落札者は､ 規則第66条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします｡

キ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者､ 競争入札参

加資格確認において虚偽の申請を行った者及び規則第72条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､

無効とします｡

４ その他

� 入札､ 契約等の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限ります｡

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は入札説明書 (仕様書) によります｡

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第67条第２項の規定により､ 魚見井土地改良区 (松阪市魚見町276番地)

の解散を認可しました｡
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平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第68条第２項において準用する同法第18条第16項の規定により､ 次の土

地改良区から清算人の就任の届出がありました｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

清算法人魚見井土地改良区 (松阪市魚見町276番地)

就任清算人

松阪市魚見町302番地 中 川 等

〃 〃 238番地 中 川 勇 男

〃 〃 234番地 中 川 茂

〃 〃 283番地 中 川 慶次郎

〃 〃 249番地 鈴 木 正 一

〃 〃 120番地 中 川 一 郎

〃 新開町286番地 三 宅 岩 男

〃 〃 348番地 安 部 邦 春

〃 〃 324番地 鈴 木 幸 平

〃 東久保町871番地 濱 林 九代次

〃 川島町231番地 横 井 守

〃 〃 227番地 横 井 章

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第７条第１項の規定により､ 平成16年11月１日から､ 上野市､ 阿山郡伊賀

町､ 同郡島ヶ原村､ 同郡阿山町､ 同郡大山田村及び名賀郡青山町を廃し､ その区域をもって新たに伊賀市を置く

ものとします｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第７条第１項の規定により､ 平成17年１月１日から､ 松阪市､ 一志郡嬉野

町､ 同郡三雲町､ 飯南郡飯南町及び同郡飯高町を廃し､ その区域をもって新たに松阪市を置くものとします｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第７条第１項の規定により､ 平成17年１月11日から､ 亀山市及び鈴鹿郡関

町を廃し､ その区域をもって新たに亀山市を置くものとします｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第７条第１項の規定により､ 平成16年12月６日から､ 桑名市､ 桑名郡多度

町及び同郡長島町を廃し､ その区域をもって新たに桑名市を置くものとします｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

お 知 ら せ
三重県移動防災情報センター車整備事業に係る調達契約を締結するに当たり､ 次のとおり企画提案書の募集を

行います｡

平成16年７月30日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 公募対象事業

平 成 16 年 ７ 月 30 日 三 重 県 公 報 第 1595 号( 19 )



� 名称

三重県移動防災情報センター車整備事業

� 事業の概要

次の機能及び装備を有する移動防災情報センター車を整備します｡

ア ディジタルビデオカメラ､ モバイルＰＣ等による情報収集機能

イ 可搬型衛星地球局､ 相互防災無線､ 衛星携帯電話等による通信機能

ウ 常時安定した情報収集及び情報発信並びに快適な車内居住性を確保するための電源設備

エ 車内で打ち合わせができる機能

２ 参加資格

次に掲げる条件をすべて満たした者とします｡

� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (昭和39年三重県規則第15号) 第60条第２項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により､ 指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税において､ 未納のない者であること｡

３ 最優秀提案者決定の評価基準

� 提案内容

� 経済性

４ 説明会

企画提案に参加を希望する者については､ 次のとおり説明会を開催し､ 参加仕様書を交付します｡

なお､説明会に出席できない場合は､担当部局に連絡の上､別途指定された日時に参加仕様書を交付すること

とします｡

� 日時

平成16年８月６日 (金) 午前10時から正午まで

� 場所

三重県津市桜橋三丁目446－34 三重県津庁舎６階63会議室

５ 説明会後のスケジュール

� 企画提案への参加意思表示及び資格審査

企画提案に参加を希望する者は､ 次のとおり申込みを行ってください｡ 申込みに基づき資格審査を行い､

その結果を文書で通知します｡

ア 様式及び内容 説明会で指定します｡

イ 提出期限 平成16年８月12日 (木) 午後３時まで

ウ 提出場所 三重県津市広明町13番地 三重県防災危機管理局防災対策室情報グループ

� 企画提案書の提出

次のとおり提出することとします｡

ア 様式及び内容 説明会で指定します｡

イ 提出期限 平成16年９月８日 (水) 午後１時まで

ウ 提出場所 �のウに同じです｡

� 企画提案書の聴取り及び最優秀提案者の決定

企画提案書の提出後必要に応じ聴取りを行い､ 速やかに最優秀提案者を決定し､ その結果を提案者に文書

で通知します｡

� 契約の締結

最優秀提案者と契約条件を協議の上､ 契約を締結します｡

６ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限ります｡

� 契約書作成の要否

要

� 提出された企画提案書は返還しません｡

� 提案に要する費用については､ 各提案者の負担とします｡
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� 本件調達に関する事項の質疑応答については､ 書面で行うものとします｡

７ 担当部局

〒514�8570 三重県津市広明町13番地

三重県防災危機管理局防災対策室情報グループ 担当 田中

電話 059�224�2157

ファクシミリ 059�224�2199

E�mail bosai@pref. mie. jp

８ Summary

� Subject matter of the contract:

Vehicle for a disaster prevention information center

� Time and date of the briefing for the applicants:

From 10:00 to 12:00 on Friday, August 6, 2004

� Deadline for submission of application forms indicating intent to submit proposal:

15:00 on Thursday, August 12, 2004

� Deadline for submission of proposal:

13:00 on Wednesday, September 8, 2004

� Managing Authority:

Disaster Prevention Division

Disaster Prevention and Crisis Management Bureau

13 Komei�cho, Tsu City, Mie Prefecture 514�8570, JAPAN

Tel 059�224�2157

Fax 059�224�2199
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